
①新規求職者

総   数

② ①のうち

55歳以上の

新規求駿者数

③55歳以上の

就職件数

就職率

③/② X 100

新規求職者中に

占める55歳以上

の割合

平成11年 45452 9,903 1663 168 210

45487 9511 190

47486 1760 184 203

52241 10533 1726 164 202

49310 9905 1828 201

45079 9198 217 204

1対前年比(%) ▲ 86 ▲ 71 90 32 03

図表 2-11 高 年齢者の求職 ・就職状況

資料 !大阪労働局 「職業安定業務統計」
(注)人 数は月平均

4 高 年節者

55歳以上の有効

m)職 業紹介状況

府内の有効求人倍率については、緩やかな景気の回

復を受け、平成16年10月時点 (毎年10月の 1回調査)

では有効求人倍率 (年齢計)が 086倍 と、前年同月

(067倍)に 比べ、改善している。 しかし、高年齢者

(55歳以上)の 有効求人倍率をみると、035倍 と前年

同月 (022倍)に 比べ改善はしているものの、引き続

き厳しい状況となっている。

次に、平成16年における高年齢者の求職状況 (月平

均)を みると、55歳以上の新規求職者数は、9.198人

で対前年比71%の 減少となっている。
一方、55歳以上の就職件数 (月平均)は 1,992人と

前年に比べ90%増 加し、就職率は217%と 前年 (185

%)を 32ポ イント上回った (図表 2-■ )。

セ)求 職活動支援書作成 ・交付の義務化

平成16年6月 に 「高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律」が改正され、第17条 (平成16年12月施行)で 、

事業主は、事業主都合の解雇等により離職することが

予定されている高年齢者等が希望するときは、在職中

のなるべく早い時期から高年齢者等が主体的に就職活

動を行えるよう、自主的に職移経歴書を作成するため

の参考となる情報を記載した書面 (求職活動支援書)

の作成 ・交付か義務づけられた (図表 2-12)。

Ｆ

Ｌ

G)シ ルバー人材センター

定年退職後等において、フルタイムでの就労は希望

しないが、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易

な業務に係る就業を通じて地域社会に貢献したいとい

う高年齢者のために、市町村単位で 「シルバー人材セ

ンターJが 設置されている。

この 「シルバー人材センターJは 、おおむね60歳以

上の高年齢者を会員とする公益法人であり、民間企業

や官公庁、あるいは個人から、高年齢者に適した仕事

を受注して、会員である高年齢者にその希望と能力に

応じて仕事を割り当てるというシステムをとっている。

現在、大阪府内では34市町の37センターが、国・府 ・

図表 2-12 求 職活動支援書に盛り込むべき内容

①離職予定者の氏名、年齢及び性別

②離取予定者が離職することとなる]

(離職することとなる日が決定していない場合には離職

することとなる時期)

③gf殴予定者の職務の経歴

(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事

項合む。)

④離職予定者が有する資裕、免許及び受講した講習

⑤離破予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関す

る事項

O職 務の経歴等をIIPらかにする書面を作成するにあたって

参考となる事項その他の再就職に関する事項

O事 業主が講する再就職援助の措置



地元市の補助を受けながら活動しており、その会員数

は5万4,015人(平成17年3月末現在)に のぼっている。

また、今後の急速な高齢化に対応するため、平成 8

年10月に 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」

の一部が改正され、シルバー人材センターを構成員と

する公益法人をシルバー人材センター連合として指定

し、都道府県単位で事業展開ができるようになったこ

とから、大阪府では、社団法人大阪府シルパー人材セ

ンター協議会をシルバー人材センター連合として指定

し、そのスケールメリットを生かした事業の発展 ・拡

充を図っている。さらに、国の補助基準 (会員数120

人以上、年間就業延べ人員5,000人・日以上)に 満た

ないシルバー人材センター (いわゆる 「ミニシルバー」)

にも補助を行うこととしており、府内全域において、

高年齢者のための多様な就業機会の確保 ・拡大に努め

ている。

5 障 害者

民間企業 18%

特殊法人 21%

国 ・地方公共団体
(都道府県等の教育委員会)

％

％

① 民 間企業における雇用状況

ア 全 体の状況

18%の 法定雇用率が適用される民間企業 (府内に

本社を持つ常用労働者数56人以上規模の企業)に おけ

る雇用状況は、実雇用率149%と 前年と横ばいとなっ

ている (図表 2-14)。

常用労働者数は、前年に比べ増加 (前年比23%増 )

しているが、同時に障害者の雇用数も2万 8,499人と

前年に比べ増加している。

また、法定雇用率未達成企業の割合は592%と 半数

以上の企業が未達成である。

イ 規 模別の状況

企業規模別の雇用状況をみると、前年に比べ実雇用

率は、56～99大規模企業で003ポ イント、1卜000人以

上規模企業で002ボイント上昇した。

しかし、100～299大規模企業で006ポ イント、300

～499人及び500～999人規模企業でそれぞれ004ポ イ

ント前年に比べ低下した。

また、法定雇用率未達成企業の割合は、100人以上

から999人以下の規模企業で増加し、99人以下及び1000

人以上規模企業で減少した (図表 2-15)。

ウ 産 業別の状況

産業別の雇用状況では、前年に比べ実雇用率は、

「飲食店 ・宿泊業」で026ポ イント、「金融 ・保険 ・不

動産業Jで 015ポイント、「複合サービス事業」で013

ポイント、「卸売 ・小売業Jで 003ポイント上昇した。

しかし、「医療 ・福祉Jで 028ポイント、「サービス業J

で013ポイント、「農、林、漁、鉱業、建設業Jで 007

ポイント、「教育 ・学習支援業Jで 006ポ イント、「運

輸業Jで 004ポ イント、「製造業Jで 903ボ イント、

「電気 ・ガス・熱供給Jで 001ポイント低下した。

なお、「情報通信業Jで は横ばいとなった。(図表2-

16)

② 地 方公共団体における雇用状況

21%の 法定雇用率が適用される府内の地方公共団

体の機関における雇用状況をみると、実雇用率は260

%と 前年に比べ02ポ イント低下した。

また、20%の 法定雇用率が適用される都道府県の

敦育委員会及びその他厚生労働大臣の指定する教育委

員会における雇用状況をみると、実雇用率は176%と

前年に比べ005ポイント上昇した。(図表 2-17)。

●)職 業紹介状況

平成16年における障害者の新規求職者数は、9257

人 (うち身体障害者6,151人、知的障害者2,051人、精

1法/t雇用率 (18%)が 適用される民間企業の実雇 |

1用率は149%                |

中)障 害者雇用率制度

障害のある者が障害のない者と 「共に生きる社会J

を築くためには、就職を希望される障害者に、十分な

雇用の場を提供することが必要である。このため、

「障害者の雇用の促進等に関する法律Jに より、すべ

ての事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者雇鳥

率 (図表 2-13)に よって算出される法定雇用障害者

数以上の身体障害者又は知的障害者を常用労働者とし

て雇用しなければならないとする障害者雇用率制度か

定められている。

図表 2-13 障 害者雇用挙

確)民 間企業等における雇用状況

「障害者の雇用の促進等に関する法律Jに より1人

以上の障害者を雇用することを義務づけられている大

阪府内の民間企業及び地方公共団体の平成16年6月 1

日現在における障害者の雇用状況は以下のとおりであ

る。

130



図表 2-14 実 雇用率の推移

―← 大幅蔦

―Ⅲ―
全国( 町)

1 2

資料 1大阪労働局調

,正 0 Ⅲ 1 2 1 4 , 6

図表 2-15 民 間企業における規模別障害者の雇用状況 (大阪府)
(平成16年 6月 1日現在)

Ｆ

Ｌ

資料 1大阪労働局調
(注)]常 用労働者数とは、常用労働者総数から疎外率相導数を14・いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる労

働者数である。
2 障 害者の数とは、身体障害者と知的障害者の計である。
3 障 害者の数の計については、常用の重度障害者をグブルカウントしてある。
4(  )内 は平成い年 6月 1日現在の数値である。

神障害者11028人、その他27人)で あり、前年に比べ

64%の 増加となった。これを障害の種類でみると、

「身体障害者」が前年に比べ34%増 加、「知的障害者」

は51%増 加、精神障害者は332%増 加となっている。

次に、就職件数についてみると、平成16年は21492

件であり、前年に比べ22%の 増加となった。これを

障害の種類でみると、身体障害者が1.569件と前年と

同数、知的障害者は643件、前年比30%減 となってい

る (図表 2-18)。

6 日 雇労働者

平成16年度の有効求職者数は1万3.599人 (月平均)

m)日 雇労働者の就労状況

平成16年度の府内の日雇労働者の有効求職者数 (月

平均)は 1万 3,599人であり、前年に比べ、155%の

減少となっている (図表 2-19)。

区 分 ①企業数
②
常用労働者数

③障害者の数 ④
実雇用率
(C■②

×100)

⑤

法定雇用率

末達成企業
の割合

A

重度障害者

く常用)

B
重度障害者
(常用)以 外
の障害者

C  計

(A× 2■ 3)

56～ 99人

企業

2022

(1871)

人

149654

(137395)

人 人

1083

(1,001)

人 人

137

(13り

人

559

(503)

100～299人
2432

(2493)

374550

(367713)

2458

(2553)

4250

(4373)

113

(1 19)

599

(57D

300～499人
178)907

(175738)

1287

(1239)

2383

(2411)

133

(137)

630

(613)

500～999人
249488

(235982)

1,722

(1686)

146

(150)

660

(659)

1.000人以上
960934

(954066)

4 740

(4634)

16167

(15卜790)

163

(166)

585

(605)

規模計
5638

(5553)

1 913793

(1 870899)

7)631

(7.474)

13237

(13001)

28499

(27949)

149

(149)

592

(590)



図表 2-16 民 間企業における産業別障害者の雇用状況 (大阪府)

司

ヨ

(平成16年 6月 1日現在)

資料 !大阪労働局調

(と)1 常 用労働十数とは、常用労働者総数から疎外率相当数を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎 となる労働者数である。

2 障 害者の数とは、身体障害者 と知的障害者の計である。

3 障害者の数の前については、常用の王度障害者をダブルカウントしてある。
4(  )内 は、平成15年6月 1日現IEの数値である。

区  分 O企 業数
②
常用労働者数

O障 害者の数 ④
実雇)1率

(C■②
×100)

⑤
法定雇用率

末達成企業
の割合

A

重度障害者

(常用)

B
重度障害者
(常用)以 外
の障害者

C 計

(A× 2+B)

農、林、漁業、建設業

企業

20S

(195)

人

89716

(84401)

人

388

(389)

人

512

(496)

人

1288

(1274)

%

1 4 4

( 1 5 1 )

%

649

(621)

製造業
1858

(1861)

723442

(715772)

3503

(3484)

5 107

(5229)

12 113

(12 197)

167

(170)

食村品・たばこ
50673

(52638)

439

(449)

繊維工業 ・衣月R
44265

(45486)

13314

(12973)

39388

(40787)

167

(174)

351

(374)

483

(466)

木材 ・家具
4F

(44)

115

(101)

パルブ 紙  印 刷
194

(210)

148

(151)

505

(519)

イヒ学工茉
160198

(161951)

1159

(1173)

2537

(2516)

584

(577)

窯業 ・ユ石
9866

(3445)

423

(458)

鉄鋼
11492

(10394)

108

(116)

32F

(244)

井鉄金属
19538

(17469)

107

(105)

447

(395)

金属製品
38529

(37484)

421

(412)

電気機械
158472

(154585)

130134

(126019)

1060

(1068)

2855

(2924)

431

(394)

その他機械
2189

(2203)

490

(472)

そのlL
149

139)

48073

(47541)

517

(525)

電気 ガ ス 熱 供給
‐ｌ

ｍ

33889

1,nRR)

173

161)

283

(279)

186

(187)

636

(500)

情報通信業
96332

(94 R24)

1 161

1 149)

1 2 1

( 1 2 1 )

833

(330)

運輸業
115372

(99983)

1087

{967)

1925

170F)

167

1 7 1 )

503

(488)

卸売 小 売業
1245

(1277)

334345

(343777)

1012

1020)

1959

(1946)

39S3

(3 9SG)

1 1 9

( 1 1 6 )

720

(738)

金融 保 険 不 動産業
165

(169)

177305

(189139)

1 163

r1 6RRう

2419

(2282ヽ

136

( 1 2 1 )

642

(663)

飲食店 宿 lH業
167

(172)

50171

(47288)

208

(154)

1 5 1

(125)

665

(698)

医療 ・福祉
76547

62119)

1343

イ1 26,ヽ

175

(203)

482

(452)

教育 学 習支援業
1 1 3

(106)

31286

(28764)

167

(151)

1 1 7

(123)

681

(623)

複合サーせスl■共
5403

(5786)

13

(14)

146

133)

529

(579)

サービス業
179985

rl AA,sA、

1337

11332)

2433

(2466)

135

148)

616

{601)

産業計
う0わい

〔5553)

1ツ1● イツわ

(1870899)

′OⅢl

(7474)

13237

(13001)

28499

(27949)

149

149)

592

(590)



①職員数

②障害者の数 ⑥
実雇用率
(C■①

×100)

A

重度障害者

(常用)

B
重度障害者
(常用)以 外
の障害者

C  計

( A X 2 + B )

法定履用率21%か 適用される

府 ・市町村の機関

人

75476

(67073)

人 人 人

1966

(1881)

人

ｍ
　
８０

２

一υ

法定雇用率20%が 適用される

教育委員会

39,201

(33418)

195

(147)

176

(171)

図表 2-17 地 方公共団体における雇用状況 (大阪)

(月平均 ・大阪府)

有効求職者 (人)

平成12年度 19601

平成13年度 19587

平成14年度 17958

平成15年度 16093

平成16年度 13599

資料 !大阪労働局調

資料 1大阪労働局調

(と)1 破 員数とは、総職員数から除外破員の数を除いた法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数である。
2 障 害者の数とは、身体障害者と知的障害者の計である。
3 障 害者の数の計については、常用の重度障害者をグブルカウントしてある。
41(  )lXTは 平成15年6月 1日現在の数値である。

(平成16年 6月 1日現在)

図表 2-13 障 害者職業紹介状況 (大阪府)
(単位 1人)

図表 2-19 日 雇労働者にかかる有効求職者数     像 )団 西成労働福祉センターにおける日雇労働者への

Ｆ

Ｌ

就労あつせん状況

あいりん地域口雇労働者の就労については、醐西成

労働福祉センターにおいて無料の職業紹介を行ってい

るが、地域日雇労働者の多くか従事する建設業におけ

る急速な機械化の進展や長引く不況による建設需要の

低迷により、地域日雇労働者の就労環境は非常に厳し

い状況にある。

nll西成労働福祉センターの就労あっせん数 (日々雇

用)を みると、阪神・淡路大震災の復興関連工事が一

段落した平成 8年以降大幅に落ち込み、平成10年度に

1 3 3

新規水磁者

|  う ち重度

蔵職件数

十  うち宣度
身
体
障
害
者

平成14年

平成15年

平成16年

6005

5948

6151

2781

2616

2683

1342

1569

11569

579

688

692

知
的
障
害
者

平成14年

平成15年

平成16年

1746

1952

2051

265

301

329

504

663

643

101

128

140

精
神
障
害
者

平成14年

平成15年

平成16年

592

772

1028

一　

　

一　

　

一

140

194

270

一　

　

一　

　

一

そ
の
他

平成14年

平成15年

平成16年

18

26

27

一　

　

一　

　

一

2

12

10

一　
　
一　
　
一

資料 !大阪労働局 「職業安定業務統計J



は60万人を割り込んだが、その後は一進一退を繰り返

している。

平成16年度の就労あっせん数は、台風23号など一連

の風水害及び新月中越地震に関連する災害復旧工事に

より70万2,642人と前年比64%増 となったが、平成 8

年度の65%程度の水準にとどまっており、依然として

地域日雇労働者は厳しい就労環境に置かれている (図

2-20)。

加えて、地域日雇労働者の年齢構成について、日雇

労働者被保険者手帳所持者数 (平成17年3月末)で み

ると、平均年齢は545歳で、55歳以上のものの占める

割合は582%と 前年 (567%)よ り15ポ イント上昇し

ており、地域日雇労働者の高齢化が進展している状況

にある。

は十 日 雇労働求職者給付金の給付等状況

平成16年度の日雇労働被保険者手帳の交付者数は1

万1,870人であり、前年度に比べ、171%の 減少となっ

ている。

また、日雇労働校保険者手帳に貼付された雇用保険

印紙の級 ・貼付枚数に基づき支給される日雇労191求職

者給付金の平成16年度の受給者実人員は10万4!836人

であり、前年度に比べ169%の 減少となっている (図

1府内の外国人労働者数は全国第 9位、雇用事業所数

では第 5位 (平成16年)

府における不法就労摘発者数は前年よりも減少 (平

成15年)

(1)大阪府で就労する外国人の状況

府内における外国人労働者数は延べ 1万 1665人

(直接雇用9,349人、間接雇用延べ11816人)で 全国に

占める割合は37%、 雇用事業所数は1381所 (直接雇

用 ・間接雇用の合計、重複分を合む)で 全国に占める

割合は56%と なっており、外国人労働者数では愛知

県、東京都、静岡県、神奈川県、長野県、岐阜県、埼

玉県、二重県、に次いで全国第9位 (前年第10位)、雇

用事業所数では、東京都、愛知県、静岡県、神奈川県

に次いで、全国第5位 (前年同)と なっている。

なお、直接雇用の外国人労働者数について、大阪府

と全国の構成比を比較すると、産業別で 「製造業」か

274%と 全国 (574%)よ りも低 く、「教育 ・学習支

援Jが 332%と 全国 (93%)よ りも高くなっている

表 2-21)。

7 外 国人の就労状況

司

ゴ

資料t(財)西成労働福祉センター調

図表 2-21 日 雇労働求職者給付金の給付等状況

図表 2-20 団 西成労働福祉センター就労あつせん状況 (日々雇用)

就シあっせん数 く人)
一日平均 (人)

平成13年度 656163 2137

平成14年度 709997 2313

平成15年度 2145

平成16年度 702642

米対前年度比 (%) 64 G 7

受給者実人員
]雇 労働保険班保険者手帳交付者数

合計 1級 2級 3級

平成11年度 147332 142926 3212 18990

平成12年度 156574 151 292 1389 19!455

平成13年度 152459 146840 4498 18222

平成14年度 139694 133395 5148 16020

平成15年度 126133 119196 6257

平成16年度 96)552 7,708 11870

資料 i大阪労働局調
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区 分

全 国 大 阪  府

雇用事業所 外国人労働者 雇用事業所 外国人労働者

事業所数 構成比 人数 構成比 事業所数 構成比 人数 構成比

合 計 22 127 1000% 179966 1000% 1000% 9849 1000%

農 林 漁 業 10% 04% 0 00% 0 00%

礎 設 業 714 32% 2,054 11% 31% 14%

製 造 業 11188 506% 103234 574% 448% 2,702 274%

運 輸 ・情 報 通 信業 1609 76% 46% 87% 61%

卸売・小売業・飲食店等 3537 160% 25315 141% 225% 214%

金 融  保 険 業 181 03% 2051 11% 6 05% 19 02%

医 療 、 福 祉 627 28% 1 133 06% 29% 72 07%

教育 ・学 習 支援 業 1卜124 51% 16794 93% 71 55% 3273 332%

サ ー  ビ  ス  業 117% 18795 104% 118% 934 95%

そ の 他 248 11% 1494 08% 4 03% 6 01%

図表 2-22 産 業別外国人雇用事業所数及び外国人労働者数 (直接雇用、全国 ・大阪府)

資料!厚生労働省 「外国人雇用状況報告制度調査結果J、大阪労働月調

図表 2-23 不 法就労摘発着数の推移 (全国 '大阪府)

(大)

60 000 1 -― ‐‐‐‐  ‐――――――――――――

(図表 2-22)。 また、職種別で専門 ・技術 ・管理職が

433%と 全国 (191%)よ りも高く、生産工程作業員

が232%と 全国 (579%)よ りも低くなっている。

出身地域別では東アジアが522%、 北米が125%と

全国 (それぞれ384%、 48%)よ りも高く、中南米

が82%と 全国 (358%)よ りも低くなっている。

口全国 □大阪府

確)不 法就労者の描発状況

平成15年における我が国の入国管理法違反外国人 4

万5,910人のうち、不法就労者は3万 4,325人 (前年比

61%増 )と 増加した。しかし、大阪府内における不法

就労者は1,637人(前年比148%減 )と 減少した (図表

2-23)。
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